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保健福祉部および子ども未来部ならびに福祉事務所各課における 

事務分掌について 

 

保健福祉部 

管理課 

  (１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

  (２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

  (３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

  (４) 行旅病人および行旅死亡人に関すること。 

  (５) り災救助に関すること。 

  (６) 援護寄託品に関すること。 

  (７) 社会福祉思想の啓発に関すること。 

  (８) 斎場に関すること。 

  (９) 福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関すること。 

  (10) 福祉サービス苦情処理委員に関すること。 

  (11) 社会福祉施設整備事業に関すること。 

  庶務係 

   (１) 部内の庶務および経理に関すること。 

 地域福祉課 

  (１) 民生委員および児童委員に関すること。 

  (２) 民生委員推薦会に関すること。 

  (３) 社会福祉協議会に関すること。 

  (４) 総合福祉センターに関すること。 

  (５) 総合福祉センター運営委員会に関すること。 

  (６) 社会福祉審議会に関すること。 

  (７) 地域福祉および福祉のまちづくりの推進に関すること。 

  (８) 福祉のまちづくり推進委員会に関すること。 

  (９) 高齢者交通料金助成券に関すること。 

  (10) 老人福祉センターに関すること。 

 指導監査課 

  (１) 社会福祉法人および社会福祉施設の指導および監査に関すること。 

  (２) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。 

  (３) 社会福祉事業（他の主管に属するものを除く。）の許可等に関すること。 

  (４) 介護保険法に基づく事業者等の指定等ならびに運営の指導および監査に関

すること。 

  (５) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事

業者等の指定等ならびに運営の指導および監査に関すること。 

  (６) 有料老人ホームの届出等ならびに運営の指導および監査に関すること。 

  (７) 社会福祉施設等の整備の助成（他の主管に属するものを除く。）に関する

こと。 

 介護保険課 

  (１) 介護保険事業計画に関すること。 

  (２) 介護保険料の収納管理および過誤納金の還付等に関すること。 
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  (３) 介護保険事業に係る報告等に関すること。 

  (４) 地域支援事業に係る介護給付費等費用適正化事業等に関すること。 

  (５) 保険給付等に関すること。 

  (６) 損害賠償請求および返納金に関すること。 

  (７) 要介護認定および要支援認定に関すること。 

  (８) 介護認定審査会に関すること。 

  (９) 被保険者の資格の取得および喪失に関すること。 

  (10) 介護保険料の賦課および収納に関すること。 

  (11) 滞納処分に関すること。 

  (12) 指定地域密着型サービス事業者の施設整備等の助成に関すること。 

 高齢福祉課 

  (１) 高齢者保健福祉計画に関すること。 

  (２) 施設措置費負担金，使用料等の収納に関すること。 

  (３) 認知症に関すること。 

  (４) 地域支援事業（介護保険課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

  (５) 高齢者の総合相談に関すること。 

  (６) 高齢者の虐待の防止に関すること。 

  (７) 高齢者交通料金助成券の交付に関すること。 

  (８) その他高齢者の生きがい支援および生活支援に関すること。 

 健康増進課 

  (１) 健康づくりに関すること。 

  (２) 健康づくりの計画に関すること。 

  (３) 健康づくり事業の企画および調整に関すること。 

  (４) 食育の推進に関すること。 

  (５) 栄養の指導および調査に関すること。 

  (６) 歯科保健（乳幼児歯科健診に係るものを除く。）に関すること。 

  (７) 健康増進法に基づく健康増進事業（肝炎ウイルス検診に係るものを除く）

に関すること。 

  (８) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導に関すること。 

  (９) がんの予防および早期発見の推進に関すること。 

  (10) 石綿による健康被害の救済に関すること。 

 障がい保健福祉課 

  (１) 障がい者基本計画および障害福祉計画に関すること。 

  (２) 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定等に関すること。 

  (３) 指定自立支援医療機関に関すること。 

  (４) 函館市福祉専用乗車カードおよび施設通所者等市電・函館バス利用証の交

付に関すること。 

  (５) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

  (６) 精神保健および精神障害者福祉に関すること。 

  (７) 重度心身障害者医療費助成に関すること。 

  (８) 自殺予防対策連絡会議に関すること。 

  (９) 自殺予防普及啓発事業等に関すること。 

  (10) 障害者の虐待の防止に関すること。 

 生活支援第１課 

  (１) 生活保護に係る医療機関等の指定等に関すること。 
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  (２) 生活保護に係る医療機関等の運営指導に関すること。 

  (３) 浮浪者の送還に関すること。 

  (４) 生活保護に係る返還金および徴収金の収納に関すること。 

  (５) 生活保護に係る損害賠償請求に関すること。 

  (６) 生活困窮者に対する自立の支援に関すること。 

 湯川福祉課 

  (１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

  (２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

  (３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

  (４) 介護保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

  (５) 高齢者交通料金助成券の交付に関すること。 

  (６) 函館市福祉専用乗車カードおよび施設通所者等市電・函館バス利用証の交

付に関すること。 

  (７) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

  (８) 遺児手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

 亀田福祉課 

  (１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

  (２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

  (３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

  (４) 介護保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

  (５) 地域支援事業に係る介護予防事業の生活管理指導等に係るものに関するこ

と。 

  (６) 高齢者の虐待の防止に関すること。 

  (７) 高齢者交通料金助成券の交付に関すること。 

  (８) その他高齢者の生きがい支援および生活支援に関すること。 

  (９) 函館市福祉専用乗車カードおよび施設通所者等市電・函館バス利用証の交

付に関すること。 

  (10) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

  (11) 遺児手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

  (12) 障害者の虐待の防止に関すること。 

 

子ども未来部 

 子ども企画課 

  (１) 子育て支援施策の企画および総合調整に関すること。 

  (２) 子ども・子育て会議に関すること。 

  (３) 私立学校に関すること。 

  (４) 奨学金，育英金および入学準備金に関すること。 

  (５) 奨学資金運営委員会に関すること。 

  (６) 入学準備金貸付審査委員会に関すること。 

  (７) 総合教育会議に関すること。 

  庶務係 

   (１) 部内の庶務および経理に関すること。 

 子どもサービス課 

  (１) 子育て環境の整備に関すること。 

  (２) 幼保連携型認定こども園審議会に関すること。 
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  (３) 保育所および幼保連携型認定こども園の設置認可等ならびに地域型保育事

業等の認可等に関すること。 

  (４) 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付等ならびに

特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者の確認等に関すること。 

  (５) 認可外保育施設の届出等ならびに指導および監査に関すること。 

  (６) 保育士等の研修に関すること。 

  (７) 保育所保育料等の決定および徴収に関すること。 

  (８) 市立保育所の管理および運営に関すること。 

  (９) 幼稚園就園児に対する助成に関すること。 

 子育て支援課 

(１) 子育て支援に関すること。 

(２) 配偶者等からの暴力の防止に関すること。 

(３) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。 

(４) 子ども医療費助成に関すること。 

(５) 母子福祉資金等貸付金事業に関すること。 

(６) 遺児手当に関すること。 

(７) 母子生活支援施設および助産施設の設置認可等に関すること。 

(８) 母子生活支援施設および助産施設の運営指導に関すること。 

 次世代育成課 

(１) 次世代育成支援に関すること。 

(２) 要保護児童対策に関すること。 

(３) 児童館に関すること。 

(４) 母と子の家および生活館に関すること。 

(５) 桔梗福祉交流センターに関すること。 

(６) 放課後子ども教室推進事業に関すること。 

(７) 放課後児童健全育成事業に関すること。 

(８) 青少年活動の推進に関すること。 

(９) 青少年補導センターに関すること。 

(10) その他子どもの健全育成に関すること。 

 母子保健課 

(１) 母子保健に関すること。 

(２) 定期の予防接種（インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌感染症に係るも

のを除く。）に関すること。 

(３) 児童福祉法に基づく療育および小児慢性特定疾病に関すること。 

(４) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自

立支援医療（育成医療に限る。）に関すること。 

(５) 特定不妊治療費の助成に関すること。 

 

函館市福祉事務所 

 高齢福祉課 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

 障がい保健福祉課 

(１) 障害者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者手帳の交付に関すること。 
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(３) 介護給付費等の支給に関する審査会に関すること。 

(４) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に関すること。 

(５) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に関すること。 

(６) 精神障害者および精神に障害のある児童の福祉に関すること。 

(７) 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当および福祉手当に関

すること。 

 生活支援第１課 

(１) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

(２) 就労自立給付金に関すること。 

(３) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(４) 生活保護の医療券に関すること。 

(５) 社会福祉統計に関すること。 

(６) 社会福祉の現業に関すること。 

 生活支援第２課 

(１) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

(２) 就労自立給付金に関すること。 

(３) 社会福祉の現業に関すること。 

 湯川福祉課 

湯川支所および銭亀沢支所の所管区域内の次に掲げる事項ならびに戸井支所，恵

山支所，椴法華支所および南茅部支所の所管区域内の第６号，第７号および第９

号に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受

付ならびに相談に関すること。 

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(４) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(５) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福

祉手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(６) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

(７) 就労自立給付金に関すること。 

(８) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(９) 生活保護の医療券に関すること。 

(10) 社会福祉の現業に関すること。 

 亀田福祉課 

  亀田支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者および障害者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に関すること。 

(４) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に関すること。 

(５) 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当および福祉手当に関

すること。 
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(６) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(７) 児童扶養手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付な

らびに相談に関すること。 

(８) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

(９) 就労自立給付金に関すること。 

(10) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(11) 生活保護の医療券に関すること。 

(12) 社会福祉の現業に関すること。 

 戸井福祉課 

  戸井支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受

付ならびに相談に関すること。 

(４) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(５) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付 

ならびに相談に関すること。 

(６) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福

祉手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(７) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(８) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(９) 社会福祉の現業に関すること。 

 恵山福祉課 

  恵山支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受

付ならびに相談に関すること。 

(４) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(５) 市立保育所等の入所，退所等に関すること。 

(６) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(７) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福

祉手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(８) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(９) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(10) 社会福祉の現業に関すること。 

 椴法華福祉課 

  椴法華支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 
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(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 椴法華高齢者福祉総合センターに関すること。 

(４) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受

付ならびに相談に関すること。 

(５) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(６) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(７) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福

祉手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(８) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(９) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(10) 社会福祉の現業に関すること。 

 南茅部福祉課 

  南茅部支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受

付ならびに相談に関すること。 

(４) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(５) 認可保育所等の入所，退所等に関すること。 

(６) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付

ならびに相談に関すること。 

(７) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福

祉手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(８) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(９) 生活保護金品の交付および就労自立給付金の支給に関すること。 

(10) 社会福祉の現業に関すること。 

 子どもサービス課 

(１) 認可保育所等の入所，退所等に関すること。 

 子育て支援課 

(１) 母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に関すること。 

(２) 児童扶養手当，児童手当および子ども手当に関すること。 

(３) 母子生活支援施設および助産施設の入所および退所に関すること。 

(４) 母子・父子相談および女性相談に関すること。 

(５) その他母子および父子の福祉に関すること。 

 次世代育成課 

(１) 家庭児童相談に関すること。 

 

 


